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ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
は
年
２

回
発
生
し
、
桜
や
ク
ル
ミ
、
桑
な

ど
を
食
害
し
ま
す
。
樹
木
を
所
有

す
る
皆
さ
ん
は
、
防
除
期
間
を
目

安
に
樹
木
を
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　

食
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
所

有
者
が
責
任
を
も
っ
て
防
除
し
、

被
害
を
拡
大
さ
せ
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

防
除
期
間
（
点
検
時
期
）
　
８
月

中
旬
〜
９
月
下
旬

点
検
方
法
　
ふ
化
し
た
幼
虫
は
糸

を
吐
い
て
巣
を
作
り
、
12
日
間
ほ

ど
群
集
し
て
い
ま
す
。
初
め
は
葉

脈
だ
け
を
残
し
て
食
害
す
る
の

で
、
食
害
を
受
け
た
葉
は
透
け
て

見
え
ま
す
。

巣
の
処
分
方
法
　
巣
を
見
つ
け
た

場
合
は
、
幼
虫
ご
と
枝
を
切
り
取

り
、
踏
み
つ
ぶ
す
か
、
焼
却
し
て

く
だ
さ
い
。

農
薬
防
除
　
幼
虫
が
分
散
し
た
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
木
に
適
し

　下記の薬剤は平成23年５月末現在、アメリカシロ
ヒトリに適用のある農薬の一例です。詳しくは、農
薬販売店に相談し、適正な使用方法などの説明を受
けて購入してください。

▶スミチオン乳剤　樹木類…500～1000倍
▶トレボン乳剤　樹木類（つつじ類、ポインセチア
を除く）…4000倍
▶トアロー水和剤ＣＴ（遅効性）　樹木類（つばき
類を除く）…1000～2000倍
▶デイプテレックス（50㌫）乳剤 【劇物】　樹木
類…1000～1500倍
▶ダイアジノン水和剤34 【劇物】　樹木類…1000
～1500倍
【注意事項】
・薬剤は農薬販売店で購入できますが、「劇物」に
指定されている薬剤の購入には印鑑が必要です。
・農薬取締法上、街路樹や庭木などの一般樹木への
農薬使用についても規制対象となっていますの
で、農薬販売店に相談の上、必ず登録のある薬剤
を使用して下さい。
・薬剤を使用する前に薬剤のラベルをよく読み、記
載されている希釈倍率などの使用基準は必ず順守
してください。（在庫品を使用する場合は、ラベ
ルの登録内容が最新のものと異なる場合がありま
すので注意してください）
・薬剤散布は、人がいない時間帯や、風のない日に
行ってください。

た
農
薬
を
使
用
し
、
濃
度
、
使
用

量
、
回
数
や
散
布
時
期
な
ど
、
薬

剤
の
ラ
ベ
ル
に
記
載
の
あ
る
説
明

文
を
よ
く
読
ん
で
、
適
正
な
使
用

方
法
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
散
布
に
当
た
っ
て
は
、
風
の
な

い
時
間
帯
に
行
う
な
ど
、
十
分

な
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

防
除
車
の
貸
し
出
し
　
公
民
館
の

敷
地
な
ど
、
区
が
防
除
作
業
を
行

う
場
合
は
、
防
除
車
な
ど
の
貸
し

出
し
を
行
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

市
役
所
農
政
課
農
政
振
興
係

☎
22
２
１
１
１
（
内
線
２
５
３
）

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
か
ら
樹
木
を
守
ろ
う

アメリカシロヒトリに登録のある主な農薬

　市では、農地を取得する際に必要となる下限
面積（別段面積）を次のとおり変更しました。

変更する区域　旧中野町
変更する面積　40㌃を30㌃とする。
変更期日　　　平成23年６月28日㈫

下限面積（別段面積）を変更しました農地取得に必要な

※下限面積（別段面積）とは、農地を取得する
際に必要となる面積要件で、取得後、下限面
積（別段面積）以上の耕作面積を確保する必
要があります。

下限面積 旧市町村名

３０㌃ 旧中野町、旧日野村、旧延徳村、　
旧豊井村、旧永田村

４０㌃ 旧平野村 、 旧倭村

５０㌃ 上記以外の地域

▼市内の下限面積一覧表

問い合わせ先
市役所農業委員会事務局
☎（２２）２１１１（内線３２２）

名 　 称 東日本大震災緊急支援資金

貸 付 条 件 東日本大震災復興緊急保証を利用する者

利 　 率 年１．５５％

貸付限度額 運転資金２，０００万円

貸 付 期 間 ８年以内（据え置き２年以内）

保証人など 保証人：法人代表者を除き原則不要
担　保：必要に応じて徴する

信用保証料 全額市が負担（本人負担なし）
※東日本大震災復興緊急保証利用

取 扱 期 間 ７月19日から平成24年３月31日まで（予定）

そ の 他 市長が必要と認める書類の添付が必要

　

市
で
は
、
乳
幼
児
が
い
る
保
護

者
の
皆
さ
ん
の
子
育
て
支
援
と
し

て
、
「
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
」
を
市
役

所
を
は
じ
め
６
カ
所
の
公
共
施
設

の
ほ
か
、
新
た
に
３
カ
所
設
置
し

ま
し
た
。

　
「
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
」
に
は
、
お

む
つ
交
換
台
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
授
乳
専
用
の
部
屋
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
授
乳
の
際
は
空
き
部
屋

赤ちゃんの駅がある施設 利用できる日と時間

中野市役所本庁

各施設とも開庁および
開館している日の時間
内にご利用いただけま
す。

中野市豊田支所

中野保健センター

中央子育て支援センター

北部子育て支援センター

豊田子育て支援センター

中央公民館・働く婦人の家

北部公民館

西部公民館

　
市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
影

響
に
よ
り
資
金
繰
り
が
悪
化
し
た

中
小
企
業
を
支
援
す
る
た
め
、
国

の
「
東
日
本
大
震
災
復
興
緊
急
保

証
」
を
利
用
す
る
中
小
企
業
者
を

対
象
に
、
現
在
の
市
融
資
制
度
の

中
に
、
新
た
に
「
東
日
本
大
震
災

緊
急
支
援
資
金
」
を
創
設
し
ま
し

た
。

東
日
本
大
震
災
復
興
緊
急
保
証

対
象
者

①
特
定
被
災
区
域
内
（
注
）
で
地

震
・
津
波
な
ど
で
直
接
の
被
害

を
受
け
、
市
町
村
の
罹り

さ

い災
証
明

を
受
け
た
者

②
特
定
被
災
区
域
内
の
中
小
企
業

者
で
、
震
災
後
３
カ
月
の
売
り

上
げ
な
ど
が
10
㌫
以
上
減
少
し

た
者

③
特
定
被
災
区
域
の
事
業
者
と
の

取
引
関
係
に
よ
り
、
震
災
後
３

カ
月
の
売
り
上
げ
な
ど
が
10
㌫

以
上
減
少
し
た
者

④
震
災
被
害
で
風
評
被
害
に
よ
る

契
約
の
解
除
な
ど
の
影
響
で
、

震
災
後
３
カ
月
の
売
り
上
げ
な

ど
が
15
㌫
以
上
減
少
し
た
者

注　

特
定
被
災
区
域
　
岩
手
県
・

宮
城
県
・
福
島
県
の
全
域
、
お

よ
び
青
森
県
・
茨
城
県
・
栃
木

県
・
千
葉
県
・
新
潟
県
・
長
野

県
の
一
部
の
市
町
村
（
長
野
県

で
は
栄
村
が
対
象
）

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
商
工
観
光
課
商
工
係

☎
22
２
１
１
１
（
内
線
２
７
２
）

「
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

東
日
本
大
震
災
緊
急
支
援
資
金
を
創
設
し
ま
し
た

な
ど
一
時
的
に
使
用
で
き
る
場
所

に
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
窓
口
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
豊
田
公
民
館
の
１
階
に

は
、
お
む
つ
交
換
台
を
設
置
し
て

い
ま
す
。
授
乳
の
際
は
隣
接
す
る

豊
田
支
所
も
し
く
は
豊
田
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
子
育
て
課
子
ど
も
支
援
係

☎
22
２
１
１
１
（
内
線
３
５
６
）

※太字は新たに設置した施設


